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名誉顧問及び会友規程 
 

 （目的） 

第１条 この規程は、定款第５６条第２項の規定に基づき、名誉顧問及び会友に関し、必要な 

 事項を定める。 

 （資格） 

第２条 本会の運営、活動、その他について、特に功績顕著な正会員Ａ、Ｂに所属する個人及

び正会員個人を名誉顧問として推戴することができる。 

２ 本会の運営等について功績のあった会員が、その職を離れた場合、本人の希望により会友

として推薦することができる。 

 （推戴・推薦手続） 

第３条 名誉顧問は、会長経験者を対象に会長又は理事会が発議し、会長が委嘱する。 

２ 会友は、60 歳以上で２期以上の理事経験者又は同等の功績がある者を対象に、地区会の 

推薦により、理事会が発議し、会長が委嘱する。 

 （総会への報告） 

第４条 前条の規定に基づき、名誉顧問又は会友となった者は、総会において報告する。 

 （権利） 

第５条 名誉顧問及び会友は、次の権利を有する。 

 （１）会長の求めに応じて意見を述べること。 
 （２）総会に出席して意見を述べること。 
 （３）本会が事業として行う研究会等へ参加すること。 

（４）機関誌の配布を受けること。 
 （５）機関誌へ投稿すること。 
 （６）本会出版物を会員価格で購入すること。 
 （改廃） 
第６条 この規程の改廃は、理事会の議を経て行う。 
 

   附 則 

  この規程は、２０２３年１０月２３日から施行する。 

   附 則 

  この規程の施行に伴い、名誉顧問及び会友に関する細則は廃止する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


